
西宮市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱 
 

第１条 この要綱は、西宮市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例（平成２４年西宮市条例第１２号。以下「指定障害者支援施設等基準条例」

という。）の実施に関し、必要な事項を定める。 
第２条 指定障害者支援施設等基準条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準に

ついて（平成１９年１月２６日障発０１２６００１号 厚生労働省社会・援護局障害保

健福祉部長通知）の例により運用するものとする。 
第３条 指定障害者支援施設等基準条例第４条第１項第１号ア（イ）a（a）の市長が定め

るところによる算定方法は、平成１８年９月２９日厚生労働省告示第５４２号の例によ

る。 
第４条 指定障害者支援施設等基準条例第４条第１項第１号ア（イ）a（a）（i）及び同条同

項第６号ア（ア）の市長が定める者は、平成１８年９月２９日厚生労働省告示第５５３

号の例による。 
第５条 指定障害者支援施設等基準条例第４条第１項第１号ア（ウ）の市長が定めるもの

は、平成１８年９月２９日厚生労働省告示第５４４号の例による。 
第６条 指定障害者支援施設等基準条例第６条第２項の市長が定めるものは、平成１８年

９月２９日厚生労働省告示第５４４号の例による。 
第７条 指定障害者支援施設等基準条例第２２条第３項第３号イの市長の定める基準は、

平成１８年９月２９日厚生労働省告示第５４１号の例による。 
第８条 指定障害者支援施設等基準条例第２２条第４項の市長が定めるところは、平成１

８年９月２９日厚生労働省告示第５４５号の例による。 
第９条 指定障害者支援施設等基準条例第４２条の市長が定める給付金は、平成２３年９

月３０日厚生労働省告示第３７８号の例による。 
 

付 則 
 この要綱は、平成２５年４月１日から実施する。 
 
 


